
岡崎市景観に関する市民意識調査集計結果（概要版） 

 
１．調査目的 

本市は、昭和60年に「岡崎市都市景観環境条例（平成15年に「岡崎市水と緑・歴史と文化のまち

づくり条例」に移行）」を施行し、昭和63年には「岡崎市都市景観環境基本計画」の策定により良

好な景観づくりを進めてきましたが、景観行政を一層推進していくため、平成17年6月に全面施行

された景観法に基づく新たな「景観計画」の策定等に本年より着手いたしました。 
本調査は、市民の視点からみた景観の現状や景観施策に対する意識を把握し、景観計画の策定等

の基礎資料とするため実施しました。 
 
２．調査概要 

⑴ 調査対象 20 歳以上の住民 3,000 名を住民基本台帳より無作為抽出 

⑵ 調査期間 平成 20 年 8 月 13 日～10 月 6 日 

⑶ 調査方法 郵送による配布及び回収 

⑷ 調査内容 ① 景観に対する認識 

       ② 岡崎市の景観の印象 

       ③ 魅力を感じる景観、子供たちに残しておきたい景観 

④ 岡崎らしいと感じる景観 

⑤ 地域で大切にしたい建築物や樹木 

⑥ 岡崎城の眺望 

⑦ 景観を損ねている要素 

⑧ 今後の景観づくり（良好な風景を守り、育て、創り出す取り組み）の方向性 

⑨ 景観づくりのためのルール          

⑩ 景観づくりを進めるうえでの市民・事業者・行政の役割 

 

３．回収結果 

調査票の配布数及び回収結果については、以下のとおりです。  

⑴ 配布数 3,000 

⑵ 回収数 1,094 

⑶ 回収率 36.5％ 
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４．集計結果の概要 

 
⑴ 景観に対する認識 

・景観という言葉は広く知られており、まちづくりにおいて景観は重要であるとの認識は非常

に高い結果でした。 

・一方で、景観法はあまり知られていませんでした。 

 質問：「景観法」の概要をご存知ですか？質問：今後のまちづくりを進めるうえで「景観」は重
要だと思いますか？  

 3.0%

51.8% 28.3%

2.4%

14.5%
1)よく知っている

2)少し知っている

3)聞いたことはある

4)初めて聞いた

無記入

18.0%

0.6%
3.5%

2.9%

73.0%

2.0%

 
 1)特に重要である

2)重要である 
3)あまり重要でない

 4)重要でない

5)わからない 
無記入

 
 
⑵ 岡崎市の景観の印象 

・景観についての関心は高いのですが、変化については、「変わらない」及び「わからない」と

する声も多くありました。 

・多くの人が岡崎市の景観に誇りや愛着を感じています。 

 質問：岡崎市の景観（風景、景色）は以前と比べて
どうなったと思われますか？ 

質問：現在の岡崎市の景観（風景、景色）に誇りや
愛着を感じていますか？  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑶ 魅力を感じる景観、子供たちに残しておきたい景観 

・「岡崎城」をはじめ、歴史的資産が形成する景観と、「森や湿地、渓流」、「公園・緑地」及び

「河川」など水と緑の自然景観があげられています。 

・地域によらず、歴史的資産が形成する景観に、より魅力を感じる傾向がみられますが、額田

地域では「森や湿地、渓流」に最も魅力を感じるなど、地域による差異もみられます。 

・一方で、「商業施設の集まった中心市街地のまちなみ」については、約半数が「あまり魅力的

でない」及び「魅力的でない」と感じています。 

2.4% 0.1%
13.3%

27.4%

9.2%

22.7%

17.4%

7.5%

26.8%

4.5%

18.4%

50.3%

1)感じている1)良くなった

2)少し良くなった

2)少し感じている/
時々感じる

3)変わらない

4)少し悪くなった

5)悪くなった 3)特に感じない
6)わからない

無記入 無記入
無効回答
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42.0

44.1

45.1

32.8

40.5

3.3

5.9

17.8

29.8

26.1

5.8

11.1

7.9

8.0

10.0

8.1

9.0

9.4

9.7

9.0

10.7

12.2

9.7

9.3

9.3

1.7

2.7

1.4

11.5

13.2

8.4

5.4

5.3

6.5

3.0

2.4

2.7

18.0

2.8

1.7

1.1

1.1

1.6

1.6

0.7

0.5

0.7

1.6
0.4

0.1

0.2

0.1

0.0

0.1

0.2

0.1

0.2

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

岡崎城

社寺や史跡などの歴史的資産周辺

森や湿地、渓流

公園・緑地

河川

旧街道（東海道など）

地場産業と一体となったまちなみ

山なみ

田園

市街地内の丘陵地

公園や道路など整備の整った住宅地

商業施設の集まった中心市街地

幹線道路沿いに店舗が建ち並ぶまちなみ

1)とても魅力的 2)やや魅力的 3)どちらともいえない 4)あまり魅力的でない 5)魅力的でない 無記入 無効回答

岡崎城
（大樹寺からの歴史的眺望、乙川などの河川や橋からの眺めなど）

社寺や史跡などの歴史的資産周辺のたたずまい
（大樹寺、伊賀八幡宮、六所神社、滝山寺など）

森や湿地、渓流
（おおだの森、北山湿地、くらがり渓谷など）

公園・緑地
（岡崎公園や東公園、高根山緑地など）

河川
（矢作川、乙川、伊賀川など）

旧街道（東海道など）の面影が残るまちなみ
（藤川、本宿、伝馬通、東海道二十七曲など）

地場産業と一体となったまちなみ
（八丁みその蔵並、石工団地など）

山なみ
（村積山、扇子山周辺（桑谷山荘がある山）など）

田園
（市内南部・西部、額田地域など）

市街地内の丘陵地
（分子研の丘周辺、甲山周辺など）

公園や道路など整備の整った住宅地のまちなみ
（北斗台、滝団地、さくら台、竜美丘など）

商業施設の集まった中心市街地のまちなみ
（康生周辺、東岡崎周辺など）

幹線道路沿いに店舗が建ち並ぶまちなみ
（国道248号沿線など）

質問：岡崎市の景観（風景、景色）を形成している次の項目について、どの程度魅力を感じられますか？

 

⑷ 岡崎らしいと感じる景観 
質問：岡崎市において最も「岡崎らしいと感じる景観（風景、景色）は

何だと思いますか？（1～3 位まで自由記入） 
・ベスト３は次のとおりです。

特に、「岡崎城とその周辺」

については、約半数が１位に

あげ、突出していました。 

回答数合計
名称 1位 2位 3位 合計 ％

岡崎城とその周辺 608 68 30 706 64.5%
大樹寺・ビスタライン 43 111 51 205 18.7%
八丁味噌の蔵並 26 84 45 155 14.2%
伊賀川 18 48 33 99 9.0%
矢作川 11 41 30 82 7.5%
山・川・森・平野 6 30 37 73 6.7%
乙川（菅生川） 22 31 16 69 6.3%
東海道・藤川宿・松並木 6 23 36 65 5.9%
くらがり渓谷 6 22 28 56 5.1%
東公園・南公園 4 24 23 51 4.7%
寺・史跡 7 21 21 49 4.5%
中央総合公園（美術博物館・恩賜池） 9 17 12 38 3.5%
伊賀八幡宮 1 19 14 34 3.1%
殿橋 10 8 2 20 1.8%
滝山寺 2 7 8 17 1.6%
六所神社 0 4 13 17 1.6%
伝馬町・康生 3 3 8 14 1.3%
花火・花火大会 2 6 5 13 1.2%
桜・桜並木 0 6 7 13 1.2%
村積山 3 8 2 13 1.2%
地場産業（石工） 0 8 3 11 1.0%
分子科学研究所 2 3 2 7 0.6
奥殿陣屋 2 4 1 7 0.6
額田地域 2 1 3 6 0.5
おおだの森 0 3 1 4 0.4
甲山 2 0 1 3 0.3

回答数(人）

%
%
%
%
%

※回答数合計％は 1094 人に対する割合 

1 位 岡崎城とその周辺 

2 位 大樹寺・ﾋﾞｽﾀﾗｲﾝ 

3 位 八丁味噌の蔵並 

・このほか、「魅力を感じる景

観、子供たちに残しておき

たい景観」と同様、伊賀川

及び矢作川など水と緑の自

然景観並びに東海道、藤川

宿及び松並木などの歴史的

資産があげられています。 
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⑸ 地域で大切にしたい建築物や樹木 

・それぞれの地域特性を踏まえた景観形成を図るうえで、重要な資産となり得る、多様な景観

資産があげられています。 

質問：あなたがお住まいの地域で、景観（風景、景色）上、大切にしたい、後世に残したい「建築物」や「樹
木」はありますか？（５つまで自由記入）      ※集計結果上位のみを記載 

 

 

本庁地域：建築物（岡崎城、伊賀八幡宮、滝山寺） 

樹 木（伊賀川の桜、乙川とその桜並木、竜美のポプラ並木） 

岡崎地域：建築物（土呂八幡宮、上地八幡宮、勝曼寺） 

樹 木（南公園の桜並木、福岡小学校の大松、乙川の桜並木） 

大平地域：建築物（美術博物館・恩賜池） 

樹 木（本宗寺の松、美合小学校のイチョウの木）  

その他（東公園、乙川） 

東部地域：建築物（山中八幡宮、法蔵寺、藤川宿・本宿の町並み） 

樹 木（山中八幡宮のクスノキ、藤川の松並木、東海道・本宿の松並木） 

岩津地域：建築物（大樹寺、岩津天満宮、奥殿陣屋） 

樹 木（奥山田のしだれ桜、細川小学校のクスノキ） 

矢作地域：建築物（北野廃寺、矢作神社、中園熊野神社） 

樹 木（鹿ヶ松、矢作南小学校の大松） 

六ツ美地域：建築物（犬頭神社） 

額田地域：建築物（天恩寺、万足平の猪垣、茅葺屋敷） 

樹 木（寺野の大クス、切山の大スギ、夏山町根上がりの大スギ） 

 
 

⑹ 岡崎城の眺望 質問：次にあげる「岡崎城の眺め」のうち「知っている眺め」「実
際に見たことがある眺め」「大切にすべき眺め」はどこで
すか？（選択いくつでも可） 

・殿橋は、最も親しまれている重

要な岡崎城の視点場です。（最

も知られ、実際に見られていま

す。） 
698

852

723

647

65

0 200 400 600 800 1000

大樹寺

殿橋

明神橋

矢作橋

その他 知っている

・大樹寺から岡崎城を望む歴史的

眺望（ビスタライン）は、視点

場として最も大切にすべきと考

えられています。 
496

743

582

484

49

0 200 400 600 800 1000

大樹寺

殿橋

明神橋

矢作橋

その他 実際にみたことがある

・浮世絵にも描かれた矢作橋から

の眺望は、現在は見えにくくな

っているため、大切にすべきと

いう声は多くありませんでした。 

629

578

430

346

44

0 200 400 600 800 1000

大樹寺

殿橋

明神橋

矢作橋

その他
大切にすべき
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⑺ 景観を損ねている要素 

・「ごみの不法投棄や土石・廃棄物等の野積み」が最も多く、そのほかに「高さが周囲から突出

した建築物や工作物」、「歴史的建造物等の印象に配慮していない周囲の建築物や工作物」及び

「電柱や電線類」などがあげられています。 

 質問：岡崎市の景観（風景、景色）を損ねているとお考えになるものはどれですか？（選択３つまで）

 

 

※グラフ内の（％）は 1094 人に対する割合 

回答数（人）

446

407

388

322

296

249

184

108

32

92

67

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

ごみの不法投棄や土石・廃棄物等の野積み

高さが周囲から突出した建築物や工作物

歴史的建造物等の印象に配慮していない周囲の建築物や工作物

電柱や電線類

はり紙、はり札、広告旗、立看板等

色やデザインが周囲と調和していない建築物や工作物

幹線道路沿いや駅前の屋外広告物や案内標識

大規模な商業施設などの建築物や工作物

道路や橋などの大規模な土木構造物

特にない

その他

ごみの不法投棄や土石・廃棄物等の野積み

高さが周囲から突出した建築物や工作物

歴史的建造物等の印象に配慮していない周囲の建築物や工作物

電柱や電線類

はり紙、はり札、広告旗、立看板等

色やデザインが周囲と調和していない建築物や工作物

幹線道路沿いや駅前の屋外広告物や案内標識

大規模な商業施設などの建築物や工作物

道路や橋などの大規模な土木構造物

特にない

その他

（40.8％） 

（37.2％） 

（29.4％） 

（27.1％） 

（22.8％） 

（16.8％） 

（9.9％） 

（2.9％） 

（8.4％） 

（6.1％） 

（35.5％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻ 今後の景観づくり（良好な風景を守り、育て、創り出す取り組み）の方向性 

・美化活動などの景観づくりについては、「大

いに関心がある」及び「まあまあ関心がある」

とする声が約半数を占めますが、「普通」の

声も約３割あり、関心を持ってもらうための

「きっかけ」づくりが今後の課題であると言

えます。 

質問：岡崎市の景観(風景、景色)について関心が
ありますか？ 

19.3%

4.6%

32.9%

1.2%

37.3%

4.6% 0.1%

1)大いに関心がある

2)まあまあ関心がある

3)普通

4)あまり関心がない

・参加してみたい取り組みとしては、「地域や

家庭で花や緑を増やす」及び「地域の公園や

道路など身近な環境美化を近所の人と協力 

5)ほとんど関心がない

無記入

無効回答

して行う」など気軽に参加できる従来型の取り組みへの参加意識が高く、「良好な景観を守る

ためのルールづくりやその運営に参加する」といったものよりは、まずは｢まち歩きなどのイ

ベント（催し）を通じて身近な景観資源を知る｣といった声が多くありました。 

・景観施策としては、「歴史的な建造物や立派な樹木などの保全」、「街路樹・花などによる道路

等の緑化の推進」及び「電線類の地中化」とともに、「建物の高さやデザイン、色彩等につい

て規制を設ける」などが重要との声が多くありました。 

・景観は市民共通の財産でもあり、必要であれば景観づくりのために、景観法に基づき、「規制

するのはやむをえない」とする声が約半数を占め、「積極的に規制するべきである｣とあわせて

約７割を占めるなど、積極的ではなくとも規制を認める声が多くありました。 
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質問：今後、参加してみたい景観づくり（良好な風景を守り、育て、創り出す取り組み）は何ですか？（選択

いくつでも可） 

質問：景観づくり（良好な風景を守り、育て、創り出す取り組み）には、今後どのような施策が重要だと思い
ますか？（選択３つまで） 

質問：景観（風景、景色）は市民共有の財産でもあり、景観づくり（良好な風景を守り、育て、創り出す取り
組み）のために、必要であれば景観法に基づく規制（ルール）を設けることも可能ですが、これにつ
いて、どのように思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人）

604

449

307

229

149

121

87

82

43

0 100 200 300 400 500 600 700

地域や家庭で花や緑を増やす

地域の公園や道路など身近な環境美化を近所の人と協力して行う
まち歩きなどのｲﾍﾞﾝﾄ（催し）を通じて身近な景観資源を知る

自分の家や事務所を周囲の景観に調和するようにする

良好な景観を守るためのルール（規制）づくりやその運営に参加する

参加するつもりはない

公共サインや街路灯など公共施設のデザイン提案や検討の場に参加する

景観に関するセミナー（講演会）などに参加する

その他

地域や家庭で花や緑を増やす

地域の公園や道路など身近な環境美化を近所の人と協力して行う

まち歩きなどのｲﾍﾞﾝﾄ（催し）を通じて身近な景観資源を知る

自分の家や事務所を周囲の景観に調和するようにする

良好な景観を守るためのルール（規制）づくりやその運営に参加する

参加するつもりはない

公共サインや街路灯など公共施設のデザイン提案や検討の場に参加する

景観に関するセミナー（講演会）などに参加する

その他

（55.2％） 

（41.0％） 

（28.9％） 

（13.6％） 

（11.1％） 

（8.0％） 

（8.0％） 

（7.5％） 

（3.9％） 

※グラフ内の（％）は 1094 人に対する割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数（人）

518

400

395

354

278

263

232

196

99

80

33

33

0 100 200 300 400 500 600

歴史的な建造物や立派な樹木、まとまった緑などの保全

街路樹・花などによる道路等の緑化の推進

電線類の地中化

建物の高さやデザイン、色彩等について規制を設ける

広告・看板等の大きさ・色彩・設置場所の規制を設ける

良好な景観の模範となるような公共施設の整備

市と市民が協働して景観づくりができる体制、仕組みづくり

岡崎らしい場所等におけるモデル的な景観整備

専門家などによる景観アドバイザーの派遣制度

景観づくりに寄与する建物改修や景観づくり活動への補助金等

景観づくりの意識啓発、活動状況のPRのためのセミナー等の開催

その他

（47.3％）

（36.6％）

（36.1％）

（32.4％）

（25.4％）

（24.0％）

（21.2％）

（17.9％）

（9.0％）

（7.3％）

（3.0％）

（3.0％）

※グラフ内の（％）は 1094 人に対する割合 

歴史的な建造物や立派な樹木、まとまった緑などの保全

街路樹・花などによる道路等の緑化の推進

電線類の地中化

建物の高さやデザイン、色彩等について規制を設ける

広告・看板等の大きさ・色彩・設置場所の規制を設ける

良好な景観の模範となるような公共施設の整備

市と市民が協働して景観づくりができる体制、仕組みづくり

岡崎らしい場所等におけるモデル的な景観整備

専門家などによる景観アドバイザーの派遣制度

景観づくりに寄与する建物改修や景観づくり活動への補助金等

景観づくりの意識啓発、活動状況の PR のためのセミナー等の開催

その他

 

 

 

 

 

 

16.4%

17.4%

6.3%

3.6%

52.0%

4.0%
0.3%

1)積極的に規制するべきである

2)規制するのはやむをえない

3)規制すべきでない

4)わからない

5)その他

無記入

無効回答
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⑼ 景観づくりのためのルール 

・ 景観づくりのための規制については、「市全域は緩やか、重要地区はきめ細かく」とする声

が約半数を占め、「重要地区のみきめ細かく」とする声も約 3割ありました。 

・ 「岡崎城への眺望を守るため、場所によっては市街地内においても高さを制限する必要があ

る」との声が多くありました。 

質問：景観づくり（良好な風景を守り、育て、創り出す
取り組み）のための有効な方法のひとつとして
規制（ルール）を設けることが考えられます。こ
うした規制（ルール）は、どのように設定される
べきだと思いますか？ 

質問：高層の建築物などは、眺めをさえぎったりする
など周囲の景観（風景、景色）を大きく変化させ
る場合があります。このような建築物の高さを
制限する規則（ルール）について、どのように
思いますか？ 

 

 

 

 1)良好な住環境を維持するため、
住宅地では高さを制限する必要
がある 

 
2)岡崎城への眺望を守るため、場
所によっては市街地内において
も高さを制限する必要がある 

 
3)道路沿道のまちなみを揃えるた
めに、高さを制限する必要があ
る 

 
4)現在の法規制の中で自由に行う
べきであり、高さを制限する必
要はない 

 
5)わからない 
 
6)その他 
 
無記入 
 
無効回答 

質問：景観づくり（良好な風景を守り、育て、創り出す取り組み）を進めていくうえで、市民、事業者（企業）、行
政（市）は、どのように取り組むべきだと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽ 景観づくりを進めるうえでの市民・事業者・行政の役割 

・市民の役割としては、環境美化や緑化に取り組むべきだという認識が高い一方で、自宅のデザ

インや色彩等を周辺の景観に調和するという認識も高いようです。 

・事業者の役割としては、事業に伴う大規模な建築物等の立地や自らの施設について、周辺の景

観に調和するような配慮が求められています。 

・行政の役割としては、「景観上、重要な建造物や樹木の保存と活用を図る」、「景観づくりの目

標や方針を示す」及び「建築物や広告物等についてルールを定め、必要な規制・誘導を行う」

といった対応が求められています。 

 

 

【景観づくりの主役としての市民の役割】（選択 3つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数(人）

443

214

192

118

46

21

636

705

0 100 200 300 400 500 600 700 800

地域の公園や道路などを近所の人と協力してきれいにする

地域や家庭で花や緑を増やす

自分の家のデザインや色彩等は、周辺の景観と調和するよう配慮する

地域の景観づくりに主体的に取り組む、またはそのような活動に参加する

景観づくりのための計画づくりや規制（ルール）づくりの話し合いに参加する

景観づくりに関するシンポジウムや講習会等のイベントに参加する

特に市民が取組むべきことはない

その他

地域の公園や道路などを近所の人と協力してきれいにする

地域や家庭で花や緑を増やす

自分の家のデザインや色彩等は、
周辺の景観と調和するよう配慮する

地域の景観づくりに主体的に取り組む、
またはそのような活動に参加する

景観づくりのための計画づくりや規制（ルール）づくりの
話し合いに参加する

景観づくりに関するシンポジウムや
講習会等のイベントに参加する

特に市民が取組むべきことはない

その他

（64.4％） 

（58.1％） 

（40.5％） 

（19.6％） 

（17.6％） 

（10.8％） 

（4.2％） 

（1.9％） 

※グラフ内の（％）は 1094 人に対する割合 

1
 
)市の全域にきめ細かく 

2)市の全域に緩やか 
 
3)市の全域は緩やか、重要地

区はきめ細かく 
4
 
)重要地区のみきめ細かく 

5
 
)設けないほうがよい 

6
 
)その他 

無記入 
 

無効回答 

25.4%5.9%

6.1%

8.5%

46.7%

1.5% 2.8%3.1%
1.6% 4.3%

0.7%

9.5%

3.5%

48.4%

27.2%

4.8%
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【景観づくりの協力者としての事業者の役割】（選択 3 つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【景観づくりの総合的推進役としての行政の役割】（選択４つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民意識調査の詳細は、下記ホームページで閲覧することができます。 

http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka4510/keikan/ishiki000.htm 

お問い合わせ先  岡崎市都市整備部都市計画課 TEL 0564-23-6522 

回答数(人）

725

637

511

445

124

31

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800

大規模な建築物等の立地に際しては、その高さや大きさについて、周辺...

自社施設のデザインや色彩等は景観との調和に配慮する

清掃など地域が行う景観づくりに積極的に協力・参加する

施設の周りを生垣や花壇で緑化する

市内の景観づくりを行う活動団体に寄付する

特に事業者が取組むべきことはない

その他

（66.3％） 

（58.2％） 

（46.7％） 

（40.7％） 

（11.3％） 

（2.8％） 

(0.9%) 

※グラフ内の（％）は 1094 人に対する割合 

大規模な建築物等の立地に際しては、その高さや
大きさについて、周辺の景観と調和するよう配慮する

自らの施設のデザインや色彩等は、
周辺の景観と調和するよう配慮する

清掃活動など地域が行う景観づくりに
積極的に協力・参加する

施設の周りを生垣や花壇で緑化する

市内の景観づくりを行う活動団体に寄付する

特に事業者が取り組むべきことはない

その他

回答数(人）

716

594

524

373

199

199

187

165

163

95

25

77

0 100 200 300 400 500 600 700 800

景観上重要な建造物や樹木の保存と活用を図る

景観づくりの目標や指針を示す

建築物や看板のルールを定め、必要な規制・誘導を行う

景観づくりの模範となるような公共事業を進める

市民や事業者が進める景観づくりに金銭的支援を行う

景観づくりのリーダーとなる人材を育てる

景観づくりに寄与する優れた取組を表彰する

ワークショップなど市民と行政が一緒に考える機会を設ける

景観づくりの専門家を派遣するなど技術的支援を行う

景観づくりに役立つ情報をインターネットで発信する

シンポジウムやセミナーなどの学習の機会を提供する

その他

（65.4％） 

（54.3％） 

（47.9％） 

（34.1％） 

（18.2％） 

（18.2％） 

（17.1％） 

（15.1％） 

（14.9％） 

（8.7％） 

（7.0％） 

（2.3％） 

※グラフ内の（％）は 1094 人に対する割合 

景観上、重要な建造物や樹木の保存と活用を図る

景観づくりの目標や指針を示す

景観づくりのための建築物や広告物・看板のデザインや
色彩等についてルールを定め、必要な規制・誘導を行う

景観づくりの模範となるような公共事業を進める

市民や事業者が進める景観づくりへの助成などの
金銭的支援を行う

景観づくりのリーダー（担い手）となる人材を育てる

景観づくりに寄与する建築物や緑化活動などの
優れた取り組みを表彰する

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなど市民と行政が一緒に景観づくりを考える
市民参加の機会を提供する

景観づくりのために助言等を行う専門家を派遣するなどの
技術的支援を行う

景観づくりに関する意識や知識の向上に役立つ情報を
インターネット等で発信する

意識啓発を行うシンポジウムやセミナー（講習会）などの
学習の機会を提供する

その他
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